
48 地域活性化のための技術開発支援事業
【１，９５５(０）百万円】

対策のポイント
地域の関係者による技術開発から改良、開発実証試験までの取組を切れ目な

く支援するとともに、地域の研究機関の役割分担を促進します。本事業は競

争的研究資金制度です。

＜背景／課題＞

地域における農林水産業・食品産業の技術上の課題の解決や農商工連携の推進により

地域の活性化を図るためには、実用化段階の研究開発成果を生産現場への普及や民間企

業による事業化に速やかに結びつける必要があります。

政策目標

事業化又は普及に迅速に供することが可能な技術の開発を推進

＜内容＞

１．地域発イノベーション創出型

大学、民間企業等の地域の関係者による、農商工連携の推進や技術的課題の解決等

のための技術開発から改良、開発実証試験までの取組を切れ目なく支援します。

２．地域研究機関連携強化型

都道府県域を越えた役割分担を含む連携協定を策定した公的研究機関に対して、役割

分担の下での技術開発のための支援を行います。

補助率：定額

事業実施主体：民間団体等

［お問い合わせ先：農林水産技術会議事務局研究推進課

（０３－３５０２－５５３０（直））］



地域活性化のための技術開発支援事業の概要

～ 事業化や普及に迅速に供することが可能な技術の開発を推進するとともに、地域における限られた研究資源の効率的活用を促進 ～

県域を越えた
役割分担を含
む連携協定の
策定

目的： 事業化や普及に迅速に供することが可能な技術の開
発を推進

支援内容： 技術開発から改良や開発実証試験まで切れ目な
く支援

期間： ３年（５年まで延長可）

委託費： 3000万円以内／年
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地域発イノベーション創出型

目的： 事業化や普及に迅速に供することが可能な技術の開
発を推進しつつ、地域の研究資源の利用効率を飛躍的に向上
させる体制の構築を促進

支援内容： 技術開発から改良や開発実証試験まで切れ目な
く支援

応募要件： 技術開発グループに参画する公的研究機関によ
る連携協定の策定

期間： ３年（５年まで延長可）

委託費： 5000万円以内／年

地域研究機関連携強化型

大学

公設試験場

企業

生産法人

普及組織

研究独法

大学

公設試験場

Ａ
県

大学

公設試験場 生産法人

普及組織

研究独法

企業

普及組織

Ｂ
県

Ｃ
県

「地
域
に
お
け
る
産
学
連
携
支
援
事
業
」
に
よ
り
配
置
さ
れ
る
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
に
よ
る
各
種
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
可
能

農
商
工
連
携
の
推
進
や
地
域
に
お
け
る
技
術
上
の
課
題
の
解
決
等
の
た
め
の
技
術
開
発
計
画
を
提
案


	69.pdf
	70.pdf

